
 ＜中野区 児童保護者向け＞ 

児童補装具費の申請について 

 

補装具費の申請をされる方へ                            

・補装具の申請や給付決定を行う窓口は 

「中野区役所 障害福祉課 障害者支援係」 となります。 

希望される方は、まずはご連絡ご相談ください。 

 

障害者総合支援法による補装具費の支給について                   

・障害者総合支援法（児童福祉法含む）に基づき、支給しております。 

・身体への適合性と身体機能の補完、代替に必要な機能がある補装具が支給対象となります。 

・補装具は各種類、原則として 1種目につき１個です。 

ただし、就労・就学状況、環境等によって 2台支給が対象となる場合があるため、ご検討の 

際はご連絡下さい。 

・補装具には種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、再支給の場合は耐用年数経過後に再支

給可能となります。 

ただし、一律に適応されるものではなく、障害状況や児童の成長で使用できない場合など確認

後に新規作製可能となる場合があります。 

・障害内容等によっては補装具支給対象者とならない場合があります。 

 

注意点                                          

・希望するデザインや利便性等は公費支給の対象には含まれません。 

・希望の機種や付属品等が高額なものであった場合、機能面で同等安価のものがないか支給の妥当

性を区で審議し公費対象の範囲を決定するため、時間を要します。 

また、審議の結果、支給に至らない場合もありますのでご了承ください。 

・補装具の支給にあたり、使用状況や目的・妥当性等を確認させていただくために区職員が、自宅

訪問や受診等に同行をさせていただく場合があります。 

 

◎「義手・義足・上下肢・体幹・靴型 装具」を初めて作製される方について 

初めての作製は各種医療機関・医療保険での作製となります。【治療用装具】 

作製時は各種関係医療機関へご相談ください。 
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＜児童保護者向け＞　補装具（購入・修理）申請から決定までの流れ

 

 

　申請の際は、区ケースワーカーへ相談くだ

さい。申請内容の確認、基準等をご説明いた

します。

　医療関係者と相談の上、購入/修理する事業者に見積書

の作成を依頼し、ご提出いただきます。後ほど見積書の内

容について区担当者より修正をご相談する場合があります

ので、保護者の方は見積書のコピーを保管しておいてくだ

さい。

　支給決定後に決定通知、支給券、委任状をお送りしま

す。補装具事業者に支給券、委任状を提出し事業者と契約

を結んだ上で補装具を作製開始してください。

　見積書の内容が確定したら、担当ケースワーカーからご連絡いたします。

　補装具費支給申請書をお書きいただきます。確定した内容にて医師の意見書と処方箋、そ

の他必要書類を取り寄せ、ご提出ください。

　提出いただいた見積書に記載の部品等が支給対象であるか確認をする必要がありますの

で、見積書の内容を点検いたします。見積書の修正を要する場合、区担当者と補装具事業者

が連絡を取り合います。必要に応じて保護者の方にもご連絡させて頂きます。

内容の点検、修正には数週間～数か月時間を要する場合があります。

区ケースワーカーへ

ご相談ください

・（仮）見積書

・カタログのコピー

見積書の内容確認・修正

・補装具費支給申請書

・見積書（修正が必要
な場合）

支給決定

（支給券の発行）

２

３

１

内容の確認、

基準等をご

説明します

確認が終了したら

ご連絡いたします

４

５

ご提出ください

ご提出ください

・医師意見書

・処方箋

・その他必要書類

※補装具の種目によっては省略できる

箇所もございます。

※支給後は適合報告書にて作製状況を確

認させていただきます。

お問い合わせ先

中野区役所 障害福祉課 障害者支援係

03-3228-8706（直通）

身体障害者福祉法第15条第1項

に基づく指定医(15条指定医)等

による作成が必要です。

＊医療機関等に依頼

＊申請者が記入

＊事業者に依頼

＊事業者に依頼



申請から決定までの流れ（申請者）

申請者・家族 中野区障害福祉課
補装具製作事業者
（以下、事業者とする）

医療機関

①
相
談

②
確
認

③
必
要
書
類
の
準
備

④
支
給
決
定

⑤
作
成

［お問い合わせ先］

◎中野区役所　障害福祉課　障害者支援係

◎TEL：03-3228-8706（直通）

＊状況により手順が一部変わることもあります

◎支給後は適合報告書にて作製状況を確認させて頂きます：支給決定後に報告書の用紙を区から送ります。補装具が出来上がった時点

で、事業者または医療関係者等が報告書を作成し、区に提出していただきます。

事業者か医療機関（専門職）に

内容相談

申請者・区・家族からの相談対応 申請者・区・家族からの相談対応

「仮見積り」の作成を

事業者に依頼 必要に応じて

各関係機関に連絡をとり相談内容を整理
「仮見積り」を作成し、区へ提出

※１

●区職員が各種機関に連絡を取りながら、仮見積もりや、専門職からの助言を参考に調査を実施します。

●区職員が自宅や学校等の所属施設、リハビリ施設などを訪問し、本人状況、補装具の使用状況を確認します。

●必要に応じて補装具製作業者にデモを実施いただき、試乗します。その際、医療専門職等に同席してもらい、補装具についての助言を頂きます。

●特例補装具、高額な補装具等については、東京都心身障害者福祉センターに助言を依頼します。

※２

・医療機関を受診し、

意見書・処方箋の作成

を依頼（※注）

・事業者に見積書の作成を依頼

・必要書類を区に提出

・確認の結果と今後の手順を申請

者に連絡

・申請者へ申請書を送付

申請書・意見書・処方箋・

見積書の受理

決定通知、支給券、委任状

を受取り

・支給決定手続き

・申請者へ決定通知、支給券、委任

状を送付

※注）

意見書・処方箋は身体障害者福祉

法第15条第1項に基づく指定医(15

条指定医)等による作成が必要です。

※1,2,3については、

省略させて頂く場合があります。

※３

支給券、委任状を事業者に提出し、

事業者と契約を結んだ上で

補装具製作を依頼

申請者・家族と契約を結び

補装具を製作開始

（正規）見積書作成 意見書・処方箋 作成 （※注）

製作する話が出たら区に相談 申請内容確認

基準等の説明


